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特集　世代間問題の経済分析

子ども手当導入に伴う家計への影響分析

JHPSを用いたマイクロ・シミュレーション＿

土　居　丈　朗

　本稿では，2009年1月に実施された慶慮義塾大学パネル調査共同研究拠点「日本家計パネル調査
（JHPS）」第1回調査で得られた2008年の世帯収入のデータを用いて，所得税制に関するマイクロ・
シミュレーションを行った．JHPSのデータは，先行研究で用いられている厚生労働省「国民生活基

礎調査」よりも，相対的に高所得で世帯人員が多い世帯が含まれている．このJHPSのデータを用い
て，先行研究と同様の結果が得られるかを検証するとともに，2010年から導入予定の子ども手当に

まつわる政策効果を，新たに分析した．

　分析の結果，現行の所得税制について，累進性があるとともに，所得控除によって課税ベースが小

さくなっていることが確認された．所得控除により課税ペースから外れるのは当初収入の約7割と，

先行研究よりも高い割合となった，また，各種人的控除の廃止の影響も分析した．

　次に，鳩山内閣が行う予定の子ども手当導入と扶養控除の一部廃止が各所得階層へ与える影響も分

析した、その恩志は，中低所得層に及ぶことを明らかにした．しかし，扶養控除の一部廃止に伴う所

得税・住民税の負担増との比較において，子ども手当支給に必要な財源は十分に賄えないとの結果が

不された．
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1．はじめに

　我が国では，少子高齢化や格差是正などへの

対応として，税制を活用した政策提案が盛んに

行われている．2009年9月に発足した鳩山内

閣においては，「子ども手当」の導入とそれに

伴う所得税の控除の見直しが実施されようとし

ている．

　そもそも，2009年8月に行われた衆議院総

選挙において，各政党が「給付付き税額控除」

に関して，これまで以上に踏み込んで，マニフ

ェスト等でその導入を検討することを明記した．

さらに遡れば，2008年12月に麻生内閣で閣議

決定された「持続可能な社会保障構築とその安

定財源確保に向けたr中期プログラム』」や，

それを具現化した平成21年度税制改正法附則

に，給付付き税額控除の検討が盛り込まれ，子

育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減

を狙いとした方策として掲げられた．その背景

には，少子化対策として子育て世帯への給付や，

所得税制を用いた格差是正を図ろうとする動き

があった．

　給付付き税額控除を含む所得税制に関する経

済学的分析として，マイクロ・シミュレーショ

ンの手法を用いた研究が近年次第に増えている．

先行研究としては，田近・古谷（2003），田近・

八塩（2006a，　b），森信（2008），高山・白石・川

嶋（2009）などがある．税制のマイクロ・シミュ

レーションは，所得や消費などに関する個票を

用いて，税制の仮想的な変化が，各家計に対し

てどのような影響を与えるかについてシミュレ

ーション分析を行うものである．前掲の先行研

究は所得税制に関する分析が中心だが，消費税

を扱ったマイクロ・シミュレーションとして，

八塩・長谷川（2009）もある1）．

　これまで，我が国における所得税に関するマ

イクロ・シミュレーションの先行研究では，厚

生労働省「国民生活基礎調査」の個票が用いら

れていた．ただ，「国民生活基礎調査」は，保

健所や福祉事務所を通じて調査票が回収される

ことがあることから，標本として比較的低所得

者を拾いやすいとの見方もある，「国民生活基
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礎調査」以外の個票を用いることで，我が国の

税制に関するマイクロ・シミュレーションの結

果の頑健性を検証することは重要であると考え

る．

　そこで，本稿では，慶慮義塾大学パネル調査

共同研究拠点「日本家計パネル調査（Japan

Household　Panel　Survey：JHPS）」を用いた税

制のマイクロ・シミュレーションを行う．

　本稿の構成は以下の通りである．第2節では，

本稿で用いた「日本家計パネル調査（JHPS）」

の概要について紹介する．第3節では，JHPS

を用いた所得税，住民税，社会保険料の算定方

法について説明する．第4節では，現行制度の

下での，JHPSのデータで観察される所得税，

住民税，社会保険の負担を分析し，等価世帯可

処分所得を用いた10分位の所得階層別に示す．

第5節では，現行税制の特性に関する考察とし

て，所得税の諸控除の適用状況と限界税率を

JHPSのデータから明らかにする。第6節では，

所得税と住民税における人的控除の効果を検証

するべく，人的控除廃止を行った場合に生じる

であろう効果をJHPSの個票データに基づきシ

ミュレーションを行う．そして，第7節では，

鳩山内閣で実施しようとしている子ども手当と，

その財源捻出のために検討されている所得税の

扶養控除等の見直しに関して，マイクロ・シミ

ュレーションの分析結果を示す。最後に第8節

では，本稿をまとめる．

2．日本家計パネル調査（JHPS）の概要

　「日本家計パネル調査（JHPS）」は，慶慮義塾

大学パネル調査共同研究拠点が2009年から個

人を対象とした調査を開始したものである．第

1回調査は，2009年1月31日現在における日

本在住の満20歳以上の男女（昭和14年2月～

平成元年1月に生まれた男女）を対象に，2009

年1月31日現在で実施した．この調査対象は，

全国約10361万人（推計人口2009年2月概算値

による）の総人口のうち815％が含まれ，る．調

査対象者の選定は，層化2段無作為抽出法（第

1段一調査地域，第2段一個人）により選定し

た．調査地域は，抽出単位として2005年国勢
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調査の調査区を使用し，全国を地方・都市階級

により24層に層化し，各層に2008年3月31

日現在の住民基本台帳人口の人口割合で標本数

を配分した。次いで，1つの調査地域あたりの

標本数を10程度として各層の調査地域数を決

定し，所定数の調査区を無作為抽出した．調査

対象者は，選定された調査地域の住民基本台帳

を抽出台帳として，調査対象適格者を対象に，

指定された起番号，抽出間隔に基づき1調査地

域について，約10人を抽出した．そして，

9633人の接触対象者から4021人（回収率：

417％）の調査票を回収した．

　調査方法としては，調査全地点を無作為に2

分割して，同一の調査項目についてそれぞれ異

なる2つの調査方法で行った．1つには，調査

員が調査対象者に調査票を配布し，調査対象者

が記入した調査票を調査員が再度訪問して収集

する自計式の留置調査法により行った．もう1

つには，質問項目を分割し，調査員が調査対象

者に調査票を配布し，調査対象者が記入した調

査票を調査員が再度訪問して収集する自計式の

留置調査と調査員が口頭で対象者に質問して回

答してもらう面接調査を併用した．

　2010年以降も同様に調査を行う予定で，

2010年以降の標本がそろうとこの調査はパネ

ルデータとなる．

　本稿では，2009年1月に行われたJHPSの

第1回調査に基づいて，税制のマイクロ・シミ

ュレーションを行う．JHPSの第1回調査では，

調査対象者の2008年の1年間の本人の所得と

世帯の所得について問うている．その他には，

調査対象者の世帯の構成や，世帯員の就業状態，

消費，貯蓄，住居，健康状態などについての情

報が得られる．

　ちなみに，JHPSの標本の特性についてまと

めたマッケンジー・宮内・直井・山本（2009）に

よると，JHPSの調査対象者の年齢構成は表1，

世帯収入分布は表2のように示されている．

　本稿では，JHPS第1回調査のデータを，本

稿の分析目的にかなう形でクリーニングしたも

のにして分析することとする．
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表1．JHPS2009の年齢構成

JHPS2009 　　　人口推計
i2009年2月1日現在）

対象者

頻度 構成比

実数
i万人）

構成比

合計 4022 1，000 10434 1，000

20－29歳 591 0，147 1464 0，140

30－39歳 731 0，182 1850 0ユ77

40－49歳 645 0ユ60 1624 0ユ56

50－59歳 694 0ユ73 1737 0ユ66

60－69歳 902 0，224 1726 α165

70歳以上 459 0ユ14 2033 0ユ95

出典）　マッケンジー・宮内・直井・山本（2009）．

　　　　　　表2．JHPS2009の世帯収入分布

JHPS2009 全国消費者実態調査
@　（2004年）

1年間（中央値x万円） 67α71（56α・） 69251一
年間収入階級別世帯数および構成比
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する．その所得税負担額は，以下の手順で計算

した．

　所得税法では収入は10種類に分類される．

JHPSのデータから所得税額を推計するには，

税法上「収入」とされるJHPSのデータを用い

てその分類ごとに所得を計算する必要がある．

JHPSでのデータには，勤め先の収入，自営・

事業・内職収入，家賃・地代収入，利子・配当

金，仕送り金・受贈金の受け取り，公的年金，

企業年金・個人年金，失業給付・育児休業給付，

児童手当・児童扶養手当，生活保護給付，その

他の収入と，11種類の収入がある．これらを，

　　　　所得税法の所得分類に基づき，以下の

　　　　ように対応させた（以下ではJHPSに

　　　　記載されている項目を「…」で囲って

　　　　表現する）．

世帯数 構成比（％） 世帯数 構成比（％）

200万円未満 154 4．89 1913 3．60

200－250万円 158 5．00 1474 2．78

250－300万円 148 4．69 2250 4．24

300－350万円 223 7．07 3374 6．35

350－400万円 200 6．32 3768 7．09

400－450万円 220 6．98 3794 7．14

450－500万円 172 5．46 3564 6．71

500－550万円 247 7．83 3511 6．61

550－600万円 128 4．06 3181 5．99

600－650万円 220 6．95 3161 5．95

650－700万円 95 3．00 2603 4．90

700－750万円 195 6．17 2693 5．07

750－800万円 84 2．65 2221 4．18

800－900万円 204 6．47 3899 7．34

900－1000万円 174 5．50 2960 5．57

1000－1250万円 284 8．99 4491 8．46

1250－1500万円 80 2．54 2103 3．96

1500－2000万円 104 3．30 1496 2．82

2000万円以上 68 2．14 656 1．24

出典）　マッケンジー・宮内・直井・山本（2009）．

3，分析方法

　この節では，用いた分析方法を説明する．ま

ず，各世帯の構成員全員の所得額に対して税法

を適用し，すべての世帯の所得税負担額を推計

給与所得＝「勤め先の収入」一給与所

　得控除

事業所得＝「自営・事業・内職収入」

　一青色申告控除

不動産所得＝「家賃・地代収入」

公的年金等の雑所得＝「公的年金」＋

　「企業年金・個人年金」一公的年金

　等控除

その他の雑所得＝「その他の収入」＋

　「仕送り金・受贈金の受け取り」

利子所得＝「利子・配当金」

　　　　　ここで，給与所得控除については，

　　　　それぞれJHPSの「勤め先の収入」を

　　　　給与収入とみなして計算した．公的年

　　　　金等控除については，「公的年金・恩

　　　　給」＋「企業年金・個人年金」を公的年

　　　　金等収入とみなして計算した．その他

　　　　の雑所得等にまつわる控除については，

　　　　経費などの情報が入手できないことか

ら考慮しなかった．

　利子所得は，分離課税であるから，独立して

所得税額を計算した．利子所得には20％の源

泉分離課税を適用した．それ以外の5種類の

（所得税法上の）所得を合計して，次のように合
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計所得を計算する．

　合計所得＝給与所得＋事業所得＋不動産所得

　　＋公的年金等の雑所得＋その他の雑所得

　また，所得税法に従い，以下のように所得控

除を計算し，それを合計所得から引いて総合課

税の対象となる課税総所得金額を計算する．

所得控除＝基礎控除＋配偶者控除＋配偶者特

　別控除＋扶養控除＋寡婦・寡夫控除＋医療

　費控除＋社会保険料控除

上記以外の所得控除は，JHPSで得られるデー

タの制約から算定できない．

　ここで，配偶者控除や扶養控除は，データに

示された各構成員の続柄・年齢・就業状態（就

業している場合にはその所得）によりその適用

可否を判断し，16歳以上23歳未満の特定扶養

親族や70歳以上の老人扶養親族（同居老親等加

算を含む）に対する控除も所得税制に従って計

算した2）．他の先行研究ではあまり取り入れら

れていない寡婦・寡夫控除も，データに示され

た家族構成から判断し，所得税制に従って計算

した3）．医療費控除は，JHPSで得られる年間

医療費の回答，または2009年1月の医療費支

出（月額）を12倍して年額とし，これに基づい

て計算した．

　社会保険料控除は，各種社会保険の保険料算

定の規定に従って算定した社会保険料を基に計

算した．本稿で算定したのは，医療保険・介護

保険（国民健康保険，政府管掌健康保険（2008

年10月からは全国健康保険協会管掌健康保険），

健康保険組合，共済組合，後期高齢者医療保

険），年金保険（国民年金，厚生年金，共済年

金），雇用保険である．

　医療・介護保険については，各世帯員の就業

状態，就業先の経営形態，雇用形態等から加入

保険を判断し，規定の賦課ペースに基づき，保

険料を算定した．その際，当人の所得及び他の

世帯員の所得から，当人が被保険者か被扶養者

かを被扶養者認定基準に従って判断し，被扶養

者になる場合には誰の被扶養者になるかも合わ

せて判断して，保険料を算定した．

　国民健康保険の保険料については，JHPSの

中で，世帯全体の国民健康保険料の金額の回答

を求める項目がある．その金額の回答があった

世帯では，この金額を採用することとした4）．

ただ，国民健康保険に加入していると思われる

世帯員がいながら，この世帯全体の国民健康保

険料の金額の回答がない世帯については，下記

の方法で保険料を計算した．国民健康保険は，

居住する市町村によって保険料が異なる．ただ，

本稿では，JHPSのデータから居住地市町村は

わかるものの，個別に保険料を算定する手間が

膨大となるため，全国平均の保険料率を用いて

算定することとした．その際，全国平均の保険

料率は，国民健康保険中央会・都道府県国民健

康保険団体連合会『国民健康保険の実態（平成

20年度版）』に基づき計算した．旧ただし書採

用の2073市町村のみを集計し，資産割，平等

割を採用していない市町村はそれぞれ料率0％，

賦課額0円として計算した結果，所得割の料率

は医療分7．9％，介護分1．4％，資産割の料率は

医療分28．6％，介護分4．5％，均等割（世帯人員

1人当たり）医療分23853円，介護分7695円，

平等割（世帯当たり）医療分25086円，介護分

4272円となった．本稿では，これを用いて，

国民健康保険の被保険者となったものの保険料

を計算した．また，国民健康保険料の軽減につ

いては，世帯の所得が33万円以下のとき，世

帯の（均等割額＋平等割額）の7割を減額し，33

万円＋（24万5000円×被保険者および特定同

一世帯所属者（いずれも世帯主を除く）の数）以

下のとき（7割減額を受ける世帯を除く）5割を

減額し，33万円＋（35万円×被保険者および特

定同一世帯所属者の数）以下のとき2割を減額

することとした5）．国民健康保険料の賦課限度

額として，基礎賦課額47万円，後期高齢者支

援金等賦課額12万円，介護納付金賦課額9万

円（いずれも2008年度の年額）も適用してい
る6）．

　後期高齢者医療保険は，2008年9月まで事

実上保険料徴収が行われなかった．10月から

保険料徴収が行われ，たが，様々な保険料減免措

置が講じられた．そのため，本稿では，これら
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の減免措置を保険料算定に反映させ，2008年

10～12月の3か月分について保険料を算定し

た．また，その保険料も，居住する都道府県ご

とに異なる実情を反映して，居住地の都道府県

の保険料を適用した．

　介護保険については，第1号被保険者の保険

料も居住する市町村によって異なりうるが，前

述と同様の理由で，本稿では，2008年頃おけ

る全国平均の基準額4090円（月額）を採用した．

また，介護保険の加入段階については，回答者

本当とその配偶者については，直接加入段階の

回答を求める項目があり，その記入があったも

のはそれを採用した．記入がなかった者やその

他の世帯員については，所下等に基づき介護保

険の規定に従い加入段階を判定した。さらに，

39歳以下もしくは65歳以上の被保険者で，

40～64歳の被扶養者がいる人特定被保険者に

ついても，保険料が課されるものとして算定し

た．

　年金保険は，各世帯員の属性から加入保険を

判定し，配偶者については第3号被保険者にな

るか否かも判定し，各年金保険の規定に従って

保険料を算定した．また，国民年金については，

規定に従い全額免除や一部納付（免除）も適用し

た．

　雇用保険（労働者負担分）は，回答者本人とそ

の配偶者については，雇用保険の加入について

直接回答する項目があり，その回答を反映した．

無回答だったものや他の世帯員については，就

業形態の回答に基づき，「正規の職員・従業員」

と「派遣社員」である者のみ加入していると判

定した．保険料率は，回答者本人とその配偶者

について勤務先の業種が「農林水産」または

「建設業」の場合には0．7％，それ以外では

0．6％とした（2008年度の保険料率を適用）．そ

して，加入者（被保険者）の賃金総額，すなわち

「勤め先の収入」に保険料率を乗じて保険料を

算定した．

　こうして計算した社会保険料は，社会保険料

控除として所得控除に加え，合計所得から所得

控除を差し引いて課税総所得金額を計算した．

そして，課税対象所得に対して所得税の限界税
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率表を適用し，所得税の負担額を推計した．

　さらに，上記以外に，JHPSでは，退職金の

受取と有価証券の売却益・売却損のデータが得

られる．これらは，申告分離課税となるので，

それぞれの税額を別途所得税制に従い計算する．

ただし，有価証券の売却益は，所得控除後の課

税総評得金額がマイナスになった際には通算で

きるので，その規定を適用して税額を計算した．

　そして最後に，税額控除として，住宅借入金

等特別控除を適用する．JHPSでは，住宅の取

得時期や延べ床面積や住宅ローン残高のデータ

が得られる．これらを用いて，所得税制に従い，

住宅借入金等特別控除の金額を計算した．こう

して，最終的に所得税負担額が確定する．

　住民税についても同様に計算した．ただ，税

源移譲の影響により，所得税における住宅借入

金等特別控除の使い残しについては住民税で控

除を適用するとともに，住民税の調整控除

（個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて，

住民税の所得割額から一定の額を控除するも

の）も適用した．その算定に際しては，税源移

譲前の所得税の税率表を用いた算定も必要に応

じて行っている．さらに，所得割や均等割につ

いて，非課税となる規定も適用するとともに，

2008年において地方自治体で実施された超過

課税も適用している．

　JHPSは，調査対象が個人である．したがっ

て，JHPSの標本において，調査対象者が同居

就業者の所得を全て記入していない標本だと，

世帯収入が正確に把握できない恐れがある．こ

の情報が不正確だと，扶養控除等の入曽控除の

適用を誤って推計してしまう可能性がある．そ

こで，本稿では，調査対象者の世帯において，

同居就業者がいるにもかかわらず，その他家族

の収入が完全に無記入だったものは（本人の所

得が記入されているものであっても），分析対

象から外すこととした7）．その結果，本稿で分

析対象に用いることができた標本数は3360と

なった．

　この分析対象となった標本について，等価世

帯可処分所得を計算し，この等価世帯可処分所

得の順番に並べ，それらを均等に10個の所得
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表3．各所得階層平均の世帯人員，世帯所得，世帯消費

JHPS2009 田近・八塩（2008）：国民生活基礎調査2004年所得

K層 等価世帯可処分所得 世帯数 世帯人員 世帯収入 世帯消費 等価世帯可処分所得 世帯人員 世帯収入

1 ～144 336 2714 159．8 229 ～110 1753 61

H 145～191 336 3，024 320．3 24．3 110～127 2，262 168

皿 191～225 336 3，107 405．4 24．1 127～168 2，547 253

】V 225～260 336 3，095 470．5 26．8 168～240 2709 329

V 260～296 336 3259 561β 29．0 240～267 2，835 403

w 296～336 336 3，345 649．4 31．6 267～325 3，023 488

w 336～386 336 3，414 761．9 34ユ 325～346 3，249 598

皿 387～453 336 3，390 884．3 37．7 346～417 3，267 724

IX 453～562 336 3，238 1062．5 39．6 417～610 3，256 901

X 562～2495 336 3250 1773．7 48．3 610～ 3063 1387

平均 3360 3，184 704．9 31．8 2，796 531

単位：万円 単位；人　単位：万円　単位＝万円

階層区分に分類した．等価世帯可処分所得は，

　　　　　　　　　　世帯可処分所得
等価世帯可処分所得二
　　　　　　　　　　　禰

　ここで，世帯可処分所得は，世帯収入から所

得税，住民税，社会保険料の負担額を差し引い

たものである．世帯収入とは，課税前所得で，

「勤め先の収入」，「自営・事業・内職収入」，

「家賃・地代収入」，「利子・配当金」，「仕送り

金・受贈金の受け取り」，「公的年金」，「企業年

金・個人年金」，「失業給付・育児休業給付」，

「児童手当・児童扶養手当」，「生活保護給付」，

「その他の収入」に加え，退職金の受取額と有

価証券の売却益・売却損の合計額である8）．世

帯収入には，「公的年金」，「失業給付・育児休

業給付」，「児童手当・児童扶養手当」，「生活保

護給付」といった社会保障給付が含まれている．

　この等価世帯可処分所得で区分した10分位

の各所得階層における世帯人員数，世帯収入，

世帯消費の平均を示したのが，表3である．表

3では，本稿と同様の分析方法で，2004年の国

民生活基礎調査を用いて分析した田近・八塩

（2008）と比較している．これを見ると，調査年

が異なるものの，国民生活基礎調査の方が，

JHPSよりも低所得者層を標本として拾ってい

る傾向があることが伺える．表3に示された

単位：万円　　　単位：人　単位：万円

2009年JHPSの世帯消費額は，調査対象とな

った2009年1月の月間消費額（回答があった世

帯のみの）各階層での平均である．ちなみに，

JHPSでは世帯の金融資産，借入金残高や住居

についても合わせて調査している．表3と同じ

10分位の所得階層において，金融資産，借入

金，その両者の差である純資産残高，持ち家比

率，調査対象平均年齢についての各階層での平

均を見たのが，表4である．

4．JHPSにおける所得税・住民税・社会保険

　料負担の現状

　この節では，前節で説明した分析方法で得た，

等価世帯可処分所得で区分した10分位の各所

得階層で，我が国の所得税制がどのような影響

を与えているかを分析する．表5には，各所得

階層で所得税，住民税，社会保険料の負担がど

のようになっているかを示している．表5は，

小泉内閣で行われた国と地方の税財政改革であ

る「三位一体改革」の結果実施された所得税か

ら住民税への税源移譲が反映された所得税・住

民税の税率構造の下での分析結果である．また，

先行研究では算定対象としていない，寡婦・寡

夫控除や住宅借入金等特別控除が本稿では算定

対象としている点や，有価証券の売却損益が含

まれる点なども，先行研究とは異なっている．

したがって，単純に先行研究と比較することは
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表4．JHPS2009における各所得階層の状況
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所得階層 平均金融資産残高 平均借入金残高 平均純資産残高 持ち家比率 調査対象者平均年齢

1 590．8 917．5 322．0 65．0％ 54．3

1 429．1 869．7 143．3 65．1％ 52ユ

皿 650．6 1105．4 192．3 74．2％ 49ユ

w 607．2 1178．2 128．2 76．0％ 49．6

V 823．0 1113．1 318．8 80．5％ 49β

w 917．5 12045 320．2 79．4％ 48．7

冊 789．5 1282．2 78．6 81．7％ 48D

V皿 1226．3 1415．1 540．7 86．0％ 49ユ

皿 1239．3 152L8 386．8 84．5％ 48．8

X 2122．0 22425 1071．8 91．0％ 524

平均 938．3 1318．5 350．3 78．3％ 50．2

単位：万円　　　　単位：万円　　　単位；万円

　　　　表5．JHPS2009における各所得階層の課税状況

単位：歳

負担率（対課税前世帯所得比）
所得階層 所得税額 住民税額 社会保険料

医療・介護 年金 雇用 所得税 住民税 社会保険料

1 241 2．78 22．71 19．84 2．55 α31 1．21％ 1．54％ 13．34％

∬ L63 4．16 27．50 20．58 6．18 α74 α53％ 1．30％ 8．12％

皿 345 8．31 35．29 22．17 11．97 1ユ5 α89％ 204％ 8．45％

IV 498 12．26 36．22 20．74 14．03 1．45 1．10％ 264％ 7．48％

V 7．72 17．00 45．56 26．44 17．49 1．63 141％ 307％ 8．01％

w 10．86 22．75 50．18 26．28 21．57 2．33 1．69％ 3．53％ 7．62％

w 16．53 30．54 61．83 30．40 28．77 266 2ユ8％ 4D4％ ao3％

皿 2486 38．41 68．58 33．23 32．45 290 278％ 436％ 763％

IX 43．73 53．36 83．01 39．36 39．86 3．78 404％ 5D4％ 777％

X 146D6 103．11 10496 56．15 44．59 423 Z13％ 567％ 6．32％

平均 26．22 29．27 53．58 29．52 21．95 212 2．30％ 3．33％ 8．26％

できない，

　所得税負担額を世帯収入（課税前）で除した所

得税：負担率は，全世帯平均で2．3％となってお

り，累進税制の影響で所得が高くなるに連れて

増えているが，第X階層でも7ユ％にとどまっ

ている．第1階層で，所得税負担率が若干高い

のは，（給与所得等とは損益通算できない）有価

証券の売却損があるものの，給与所得等で高額

の所得を得ていてしかるべき所得税を納税して

いる者がいる世帯が含まれている（有価証券売

却損が大きい分世帯可処分所得が小さくなる）

からと考えられる．本稿で分析対象となった標

本のうち，所得税の最高税率（40％）に直面して

単位：万円

いる世帯は15世帯（15人）であった．この数は，

分析対象となった世帯全体のα4％，標本とな

った世帯に含まれる所得税納税者数4380人の

うちの0．3％である。

　所得税について詳細な分析を行う前に，住民

税と社会保険料の負担についても見てみよう．

表5によると，住民税は，税源移譲により税率

が10％とフラット化されたこともあり，負担

率で見ると累進性は所得税よりは小さいが，全

世帯平均の負担率は3．3％と所得税よりも高く

なっている．所得税と住民税を合わせた負担率

では，先行研究に比べて若干低いと思われるが，

その理由としては先行研究では算定対象として



144 　　　経　　済　　研　　究

表6．所得税における各種控除の適用状況

住宅借入金等特別控除
所得階層 課税対象

@所得
所得控除

@率
配偶者控
恣K用率

配偶者特
ﾊ控除適
@用額

年少扶養
T除適用
@人数

特定扶養
T除適用
@人数

一般扶養
T除適用
@人数

老人扶養
T除適用
@人数 控除適用額 控除適用率

1 29．96 93．8％ 32．7％ 0．26 042 α11 α16 0．07 0．62 387％

H 39．19 879％ 63．7％ 076 065 α14 026 0．13 1．11 6．85％

皿 76．75 81．4％ 66．7％ 098 0．73 0．18 α17 0．17 2．13 12．20％

】V 114．32 75．3％ 598％ L34 066 α16 0ユ8 0．18 2．25 1190％

V 160．62 70．9％ 6！．0％ 1．23 0．62 α21 α16 0．17 1．78 9．52％

w 214．63 66．6％ 54．5％ 1．99 α65 0．25 α14 0ユ6 2．51 13．99％

w 29073 61．3％ 57．1％ 1．39 α56 0．33 α10 0．18 3．84 20．54％

皿 367．30 58．7％ 47．3％ 1．38 041 0．34 0．13 0．21 2．86 14．58％

IX 515．00 51．2％ 43．5％ 1．07 α34 0．31 α08 0ユ1 3．23 15．77％

X 1018．31 44．1％ 36．6％ 0．48 α15 0．32 α14 0．14 2．00 10．42％

平均 282．68 69．0％ 52．3％ 1．09 α52 0．23 α15 0ユ5 2．23 11．96％

単位：万円 単位：万円単位：人　単位：人　単位；人　単位：人　単位：万円

いない控除を適用していることや扶養控除の適

用人数が多い（詳細は後述）が考えられる．また，

社会保険料負担率は，第1階層で13．6％なの

に対し，第X階層では6，3％と，逆進的になっ

ていることがわかる．

5．JHPSにおける所得税の諸控除と限界税率

　所得税制に話を戻そう．我が国では，所得税

制において所得控除が広範に認められている．

先行研究でも指摘されているように，所得控除

が広範に認められていることにより課税ベース

を侵食している傾向が，表6からもうかがえる．

所得税において所得控除を世帯収入で除した所

得控除率は，平均で約69％となっており，約

7割の収入が控除されて課税ベースが小さくな

っているといえる．先行研究との比較をより厳

密に言うと，表6の所得控除率は，田近・八塩

（2006b）や八塩・長谷川（2009）の約6割よりも

若干高くなっている．これは，表3で示したよ

うに，JHPSの調査対象者の世帯の人員が平均

的に国民生活基礎調査よりも多く人的控除がそ

れだけ多くなっていることや他の先行研究では

算定していない寡婦・寡夫控除を本稿では算定

していることなどが作用したものと考えられ
る9），

　表6には，各種人的控除の適用についても示

している，その所得階層で配偶者控除が適用さ

れた世帯が占める割合を示した配偶者控除適用

率は，（第1階層を除き）所得が高くなるに連れ

て低くなる傾向があり，平均すると約56％で

あった．ここでは，同じ世帯内でも，配偶者控

除が，調査対象本人の夫婦は共稼ぎで適用され

ないが同居する両親には適用される場合でも，

その世帯で配偶者控除が適用されているとして

カウントしている．配偶者特別控除がいくら適

用され，たかを階層ごとにみると，全世帯平均で

は1万円強で，第IV～V皿階層では多くなってい

る．扶養控除について，16歳未満の年少扶養

控除では適用人数は全世帯平均ではα52人で，

第皿階層以上では少なくなっている．16歳以

上23歳未満の特定扶養控除適用人数は，全世

帯平均では0．23人で，第W階層以上で多くな

る傾向が見られる．23歳以上70歳未満の一般

扶養控除の適用人数は，全世帯平均では0．15

人で，第H階層が突出して多くなっている．70

歳以上の老人扶養控除適用人数は，全世帯平均

ではα15人で，第皿～田階層では多くなって

いる．

　住宅借入金等特別控除については，先行研究

では算定されていないが，JHPSで住宅に関す

る回答が得られていることから，本稿で算定対

象とできたものである．表6によると，住宅借

入金等特別控除は，第1階層と第豆階層でこの

控除の適用率が低いものの，中間所得層を中心
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　　　表7．所得税の限界税率
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現行税制 主たる収入1％増 限界税率
所得階層

課税対象所得 所得税額 住民税額 課税対象所得 所得税額 住民税額 世帯収入増額 所得税 住民税

1 29．96 241 2．78 30．15 2！16 2．86 1．88 0．97 2．86

H 39．19 1．63 416 40．30 1．68 4．39 ao8 1．64 Z31

皿 76．75 3．45 ＆31 78．75 3．54 8．54 3．86 2．48 6．23

IV 114．32 498 12．26 116．35 5．09 12．58 4．47 2．52 7．50

V 160．62 7．72 17．00 163．79 790 17．57 5．32 3．38 10．21

w 21463 1086 22．75 218．59 11．18 23．33 a16 483 8．90

田 290．73 16．53 30．54 29581 17．06 31．28 724 698 988

皿 367．30 24．86 38．41 373．42 25．61 39ユ8 8．38 8．61 9．01

皿 515DO 4373 53．36 522．89 44．91 54．32 10．07 11．40 獄21

X 1018．31 146．06 103．11 103078 148．80 104．48 14．84 16．26 ＆94

平均 282．68 2622 29．27 287．08 26．82 2985 653 昼94 ＆03

変化率 1．56％ 2．29％ 2．00％

単位：万円　単位：万円 単位；万円　単位：万円 単位：万円　　単位：％　単位：％

に10～20％の世帯で適用されていることがわ

かる．全世帯平均で見れば，この控除適用率は

約12％で，控除適用額は約2．2万円であった．

　次に，我が国における所得税の限界税率は，

どのような構造となっているだろうか。当然な

がら，現行所得税制の所得控除の性質から，世

帯構成や主たる所得源が異なれば限界税率が異

なる。そこで，世帯ごとに所得税の限界税率を

推計し，その状況を分析する．ただ，限界税率

を推計するために想定する所得の追加的な増加

を，どう仮定するかが重要となる．それでいて，

一律に給与収入（勤め先の収入）を追加的に増加

させると仮定しても，そもそも給与収入がない

個人（世帯）があるのに，そうした個人（世帯）で

給与収入が増えるとして限界税率を推計するの

は，非現実的である，そこで，給与所得，事業

所得と不動産所得，公的年金等の雑所得，その

他の雑所得に該当する収入のうち，最も多い収

入を「主たる収入」として，主たる収入が1％

増加したときに，所得税負担額がいくら増加す

るかを推計する10）．これにより，主たる収入の

1％増に対する所得税負担の増加分の比率を，

本稿での「限界税率」と定義する．これは，厳

密に言えば，事後的な実効限界税率ともいえる

ものである．

　各世帯において，調査対象者と同居している

就業者と年金受給者全員の「主たる収入」が

1％増加したときの限界税率を推計し，各所得

階層での平均を示したのが，表7である．これ

によると，全世帯平均で見た限界税率は，所得

税で594％，住民税で8．03％となっている．

所得税の方が，住民税よりも，限界税率は累進

的になっていることが伺える．所得税において，

表面限界税率では，最高税率は40％であるが，

実効限界税率は第X階層でも16．26％であり，

実効限界税率としてはそこまで高い税率にはな

っていないことがわかる．その理由として，追

加的な収入増に連動して給与所得控除等の所得

控除が増加することで，課税対象所得がそれほ

ど増えないことが考えられる．

　表7で見たのは，各世帯が直面する所得税の

限界税率の各所得階層における平均であるが，

所得階層内で世帯によって直面する限界税率が

異なりうる．そこで，表8では，各所得階層で

限界税率がどのような分布になっているかを示

している．表8が意味するところは，例えば，

第1階層では336世帯中287世帯（第1階層の

世帯の約85％）で限界税率が2．5％以下である．

表7によると，第V階層より低い所得階層では，

ほとんどの世帯で限界税率が10％以下となっ

ている．第VI～皿階層では，大半の世帯で限界

税率が20％以下となっている．限界税率が
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表8．所得税の限界税率の分布状況

単位：世帯数

所得階層 ～2．5％ ～5％ ～75％ ～10％ ～12．5％ ～15％ ～175％ ～20％ ～25％ ～30％ ～35％ 35％～

1 287 30 12 3 0 1 0 1 2 0 0 0

1 219 98 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皿 151 152 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0

IV 143 158 27 5 2 0 0 1 0 0 0 0

V 117 146 46 24 1 0 0 2 0 0 0 0

w 114 109 41 44 3 2 1 21 1 0 0 0

孤 79 87 57 38 4 11 19 40 1 0 0 0

皿 45 100 61 29 6 18 33 37 5 0 1 1

IX 22 58 61 22 16 42 41 43 25 1 4 1

X 9 31 32 18 20 40 47 47 35 31 15 11

合計 1186 969 384 188 52 114 141 192 69 32 20 13

25％を超える世帯は，第皿～X階層のみに存

在する．

　これらの傾向は，現行所得税制の特徴を示す

ものだが，次節で言及する税制のマイクロ・シ

ミュレーションの結果にも関連してくるもので

ある．以下では，この性質を踏まえながら，我

が国の所得税制に関するマイクロ・シミュレー

ションを行う．

6．人的控除廃止の影響

　我が国の所得税制において課税べ一スが小さ

くなっている原因として人的控除が手厚いこと

が挙げられている，ここでは，現行税制におい

て，所得税制における人的控除がどのように税

負担に影響しているかを，先行研究と比較しな

がら分析する．

　この節では，現行所得税制から，各種人的控

除が仮想的に廃止された場合に，各世帯にどの

ように及ぶかをシミュレーションする．従来か

らある所得税制改革の分析手法と異なる点は，

各世帯の個票データに基づき，世帯ごとに税制

の変更に伴う税負担額や可処分所得などの変化

をシミュレーションする点で，マイクロ・シミ

ュレーションと呼ばれる分析手法と採っている．

　そこで，田近・八塩（2006b）に倣い，現行所

得税制から各種人的控除を廃止したときに各世

帯にどのような影響が及ぶかを分析する．まず，

所得税と住民税の基礎控除を廃止したときの影

響を分析した結果を示したのが，表9である．

もちろん，ここでの分析は，実際に基礎控除廃

止が実行されたわけではないため，仮想的に基

礎控除を廃止した際に及ぶであろう影響を，個

票データを用いてシミュレーションしているも

のである．ここでの基礎控除の廃止の影響は，

純粋に所得税と住民税の課税対象所得が増加す

る部分のみに及ぶとし，課税対象や扶養対象と

なる基準の所得水準や社会保険料等の算定にか

かる部分には，この廃止の影響はないものと仮

定する。したがって，控除廃止によって社会保

険料は変化しないものとする（この仮定は，以

下の全ての場合でも適用されるものとする）．

　表9の左側には，基礎控除が廃止されること

により変化する課税対象所得と所得税額と住民

税額が示され，その税額に対応した負担率（対

課税前世帯収入比率；表3に示された世帯収入

に相当）が示されている．そして，表9の右側

には，基礎控除廃止前の課税対象所得，所得税

額，住民税額と比べたときのそれぞれの増加額

と，その増加額に対応した所得税と住民税の負

担率の変化分が示されている．

　表9によると，基礎控除の廃止により，第1

階層でも所得税の増税の影響が見られ，金額で

7000円ほど，負担率にして0．4％の負担増とな

っている．基礎控除廃止による所得税負担増の

影響は，累進税制の影響もあって所得が高くな

るほど多くなっており，第X階層では金額にし
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　　　表9．基礎控除廃止の影響
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基礎控除廃止 両者の差

所得階層
課税対象
@所得

所得税額 住民税額
所得税
薗S率

住民税
薗S率

課税対象
@所得

所得税額 住民税額
所得税
薗S率

住民税
薗S率

1 39．48 3．15 a76 1．59％ 2．09％ 9．52 0．74 0．98 0．38％ 0．55％

1 67．72 2．99 6．71 α99％ 2．13％ 2853 1．36 2．55 0．46％ 0．83％

皿 114．44 5．31 ！1．98 1．38％ 298％ 37．69 1．86 3β7 049％ 0．93％

IV 159．97 Z32 16．60 1．62％ 360％ 45．65 2．34 4．34 α52％ α95こ

口 211．82 10．72 2L99 196％ 397％ 51．20 3．00 4．99 α54％ 0．90％

w 27346 14．78 28．33 229％ 4．40％ 58．83 391 5．58 0．61％ 0．87％

w 350ユ3 2L56 36．34 2．85％ 4．81％ 59．39 5．03 5．80 0．67％ 077％

皿 436．74 3L26 45D1 3．51％ 5．11％ 6943 6．40 6β1 α73％ α75％

］X 588．97 5205 60．31 4．84％ 569％ 73．97 8．31 6．96 α79％ α65％

X ！090．24 159．03 110．69 789％ 6．14％ 71．93 1297 7．58 0．77％ 0．46％

平均 333．30 30．82 34．17 2．89％ 4．10％ 50．61 4．59 490 0．60％ 0．77％

変化率 17．90％ 17．52％ 16．76％

　　　　単位：万円　単位：万円　単位：万円

て13．0万円，負担率にして0．8％の負担増とな

っている．住民税についても，第1階層でも1

万円ほどの負担増が及ぶものの，10％の定率

課税の影響で，所得税ほど負担増は累進的では

ない．

　基礎控除廃止に伴う課税対象所得，所得税額，

住民税額を変化率で見ると，表9に示されてい

るように，全世帯平均では，課税対象所得は約

18％，所得税は約17，5％，住民税は17％弱の

増加となっている．

　ここで，所得税負担額の全世帯平均に込めら

れた含意について言及すると，この額は単に全

世帯平均であるだけでなく，控除廃止に伴う所

得税収の増加が総額としてどの程度になるかを

推論するときにも役立つ．つまり，この全世帯

平均の額の多寡を見ることを通じて，政府が得

る税収増の大きさを比較することが可能である．

もし本稿が分析対象としたJHPSが我が国全体

の家計の実態をかなり正確に描写したものにな

っていれば，この全世帯平均額に全世帯数

（3360）を乗じた金額を，そのまま相似拡大して，

我が国一般会計における所得税収の変化と見る

こともできよう．ただ，本稿が分析対象とした

標本がどこまで我が国全体の家計の実態をより

正確に描写したものになっているかは自明では

ないため，ここでは全世帯平均額に全世帯数を

　単位：万円　単位：万円　単位：万円

乗じた金額を示すことはせず，あくまでこの全

世帯平均額のみでもって，その多寡の比較を通

じて我が国の財政収支への影響を推論すること

とする，

　次に，扶養控除を廃止したときの影響につい

て分析しよう．最初に，子ども手当の給付対象

となる扶養控除として，16歳未満の年少扶養

控除を廃止した場合どのような影響が及ぶかを

見たのが，表10である．表10は，表9での

「両者の差」をして示した，現行税制と控除廃

止後との差となる増税額と負担率の増分のみを

表している．これによると，年少扶養控除を廃

止した影響は，第VI～D（階層と中高所得層によ

り大きく及んでおり，全世帯平均で見れば金額

にして約1．5万円，負担率にして0．2％程度の

負担増となっている。次に，16歳以上23歳未

満の特定扶養控除を廃止した影響は，第瓢階層

以上の高所得層により大きく及んでいることが，

表10からわかる．ただ，表6で示された平均

適用人数で比べてみるとわかるように，16歳

未満の一般扶養控除を廃止した影響の方が，特

定扶養控除を廃止した影響よりも大きい．さら

に，この両控除をともに廃止した影響をみると，

この2つの廃止の効果が合わさって，第W階層

以上の高所得層でより大きく負担増が及ぶ結果

となっている．特に，負担率で見れば，第V［～
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表10．扶養控除廃止の影響

年少扶養親族控除廃止 特定扶養親族控除廃止
所得階層

所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率 所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率

1 0．33 0．49 0．13％ 0．18％ 0．20 0．07 0．04％ 0．02％

皿 0．75 L62 0．19％ 0．41％ 0．17 0．22 0．05％ 0．05％

皿 098 2ユ9 0．20％ 0．46％ 0．33 0．58 0．07％ 0ユ2％

IV 1．21 2．06 0．21％ 0．36％ 0．37 0．62 0．07％ 0．11％

V 1．52 2．02 0．23％ α30％ 0．71 0．81 0．11％ 0．13％

w 2．29 1．99 0．30％ 0．26％ 1．16 1ユ3 0．！6％ 0．16％

冊 2．64 1．85 0．31％ α22％ 2．35 1．56 0．27％ 0．18％

皿 2．40 L45 0．23％ 0．14％ 2．42 1．51 0．24％ 0．15％

IX 2．10 1ユ5 0．17％ 0．09％ 3D2 1．28 0．24％ 0．11％

X 1．04 0．49 0．05％ 0．03％ 394 1．54 0．24％ 0．10％

平均 1．52 1．53 0．20％ 0．25％ 1．47 093 0ユ5％ 0．11％

　　　　単位：万円　単位：万円
※　現行税制と控除廃止後の差を表している．

単位：万円　単位：万円

表10．扶養控除廃止の影響（つづき）

23歳未満扶養控除廃止 70歳未満扶養控除廃止
所得階層

所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率 所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率

1 0．55 0．56 0．17％ 0．20％ 0．68 0．67 0．30％ 0．38％

H 096 1．85 0．25％ 0．47％ 1．26 2．20 0．34％ 0．57％

皿 135 276 0．28％ 0．58％ L66 3．08 0．35％ 0．65％

1V 1．63 2．67 0．28％ 0．47％ 194 3．09 0．34％ 0．55％

V 2．30 2．88 035％ 0．44％ 2．67 3．36 α41％ 0．52％

V［ 3．52 3．11 0．47％ 0．42％ 3．92 3．57 0．52％ 0．49％

冊 5．13 3．42 0．59％ 0．40％ 5．48 3．76 0．63％ 0．44％

皿 4．87 296 0．48％ 0．29％ 5．42 3．41 0．54％ 0．34％

以 5．18 2．42 0．42％ 0．20％ 5．64 2．66 0．46％ 0．22％

X 5．01 2．01 0．29％ 0ユ2％ 6．14 2．47 0．36％ 0．15％

平均 ao5 2．47 0．36％ 0．36％ 3．48 2．83 0．43％ 0．43％

　　　　単位：万円　単位：万円

※　現行税制と控除廃止後の差を表している，

単位：万円　単位：万円

IX階層の中高所得層を中心に負担増となってい

る．

　これらに加えて，23歳以上の一般扶養控除

までも廃止すると，第W階層以上のより高所得

層に負担増の影響が及び，金額にして4～6万

円の負担増となっている．ただ，所得税・住民

税負担額の全世帯平均で見ると，23歳以上の

扶養控除を廃止することで負担増となる金額よ

りも，23歳未満の扶養控除を廃止することで

負担増になる金額の方が圧倒的に大きいことが

わかる．このことは，23歳未満の扶養控除廃

止の影響が，23歳以上の一般扶養控除廃止の

影響よりも大きいことを示している．

　最後に，残された老人扶養控除まで含めた扶

養控除を全廃した影響は，表10に示されてい

る．老人扶養控除を廃止すると，所得税の負担

増は大きくなるが，金額で見ると第皿階層以上

の高所得層，負担率で見ると第VI～皿階層の中

高所得層でより大きく負担増が及ぶ性質は変わ

らない．扶養控除をすべて廃止することによる

負担増は，全世帯平均で，金額にして所得税は

4．26万円，住民税は3．35万円，負担率にして
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扶養控除全廃 扶養・配偶者特別控除廃止
所得階層

所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率 所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率

1 0．80 0．75 0．35％ 0．42％ 0．80 0．75 0．36％ 0．42％

∬ 1．58 251 0．42％ 0．66％ 1．61 2．54 0．43％ 0．67％

皿 2．09 3．57 0．44％ 0．76％ 2．12 3．65 0．45％ 0．78％

】V 2．48 3．66 0．44％ 0．67％ 2．53 3．75 0．45％ 0．69％

V 3．25 3．89 0．49％ 0．60％ 3．34 4．00 α51％ 0．62％

V［ 4．69 4．23 0．62％ 0．58％ 484 4．42 0．65％ 0．61％

w 6．63 4．49 0．76％ 0．52％ 6．76 4．62 0．77％ 0．54％

皿 6．8！ 4．21 0．68％ 0．42％ 6．98 4．34 0．70％ 0．44％

IX 6．53 3ユ1 0．53％ 0．26％ 6．67 3．21 0．55％ 0．27％

X 7．70 3．05 0．45％ 0．18％ 7．77 3．08 0．45％ 0ユ9％

平均 4．26 3．35 0．52％ 0．51％ 4．34 3．44 0．53％ 0．52％

　　　　単位：万円　単位＝万円

※　現行税制と控除廃止後の差を表している．

単位：万円　単位：万円

表10．扶養控除廃止の影響（つづき）

扶養・配偶者・配偶者特別控除廃止 人的3控除全廃
所得階層

所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率 所得税額 住民税額 所得税負担率 住民税負担率

1 1．29 1．21 0．66％ 0．72％ 2．45 221 132％ 1．28％

H 2．67 396 0．73％ 1．09％ 4．73 6．57 1．38％ 193％

皿 3．48 5．57 0．78％ 1．26％ 6．13 931 1．44％ 2．21％

IV 4．03 5．53 0．76％ 1．07％ 7．33 980 1．45％ 2．01％

V 5．27 596 0．84％ 0．97％ 9．43 1095 1．57％ 1．88％

V［ 7ユ3 6．21 099％ 089％ 12．40 11．83 L79％ 1．78％

鴨 9．80 6．43 1ユ6％ 0．77％ 15．96 12．20 1．96％ 1．54％

田 9．79 590 1．01％ 0．62％ 16．90 12．36 1．83％ 1．36％

凪 9．54 4．65 0．81％ 0．40％ 18．33 11．61 1．65％ LO6％

X 10．84 4．30 0．64％ 0．26％ 23．92 11．83 1．47％ 0．75％

平均 6．38 4．97 0．84％ 0．81％ 11．76 9．87 L59％ 1．58％

　　　　単位：万円　単位1万円
※　現行税制と控除廃止後の差を表している．

所得税は0．52％，住民税は0．51％となってい

る．これは，基礎控除を廃止するよりも小さい

影響であるといえる．

　表6で，配偶者特別控除の適用金額の各階層

平均について示したが，全ての扶養控除に加え

て配偶者特別控除を廃止した場合の影響は，表

10に示されている．税額の負担増は，所得が

高くなるほど多くなっており，全世帯平均で見

て，所得税で4．3万円，住民税で3，4万円とな

っている．ただ，配偶者特別控除の廃止による

影響は，基礎控除や扶養控除の廃止に比べて大

単位：万円　単位＝万円

きくない．そして，全ての扶養控除，配偶者特

別控除に加えて配偶者控除を廃止した場合は，

第孤階層を中心に中間所得層で所得税や住民税

の負担増が及んでいる．所得税額の負担増は累

進税率の効果で所得が高くなるほど多くなって

いるが，住民税の負担増は定率になっているた

め必ずしも所得が高くなるほど多くなるもので

はない，

　最後に，全ての扶養控除，全ての配偶者控除

に加えて基礎控除も廃止して，人的3控除を全

廃した場合，表10より，基礎控除の影響が大
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きいため，税額の負担増は所得が高くなるほど

多くなっており，全世帯平均でみれば，所得税

は11．8万円，住民税は99万円の負担増となっ

ている．ただ，負担率で見ると，第皿～皿階層

で上げ幅が大きくなっている．

7．子ども手当に関するマイクロ・シミュレー

　ション

　この節では，JHPS第1回調査の個票を用い

て，鳩山内閣で実施しようとしている子ども手

当と，その財源捻出のために検討されている所

得税の扶養控除等の見直しに関して，マイク

ロ・シミュレーションの分析結果を示す．鳩山

内閣では，「控除から手当へ」転換する政策を

検討しており，子ども手当を導入する代わりに

所得税の扶養控除を廃止することが考えられる，

その影響が各世帯にどのように及ぶかは，革篭

を用いたマイクロ・シミュレーションで分析す

ることができる．子ども手当は，中学校修了ま

での子どもを対象に，一人当たり月額2万

6000円，年間で計31万2000円を支給する案

が検討されている。

　ただし，2010年度は，子ども手当について

は，その半額の一人当たり月額1万3000円，

年間で計15万6000円を支給することが予定さ

れている．その上，従来から児童手当が支給さ

れ’ている世帯については，児童手当の上乗せ分

として子ども手当を支給することとなっている．

　子ども手当が支給されるのに伴い，所得税と

住民税において，年少扶養控除の廃止と，18

歳以下の特定扶養控除の上乗せ部分の廃止が実

施される．所得税と住民税において，これらの

扶養控除の恩恵を受けてきた世帯では，所得税

や住民税の負担は増加することとなる．

　そこで，これらが実行された場合，各世帯に

及ぶ影響を示したのが表11である．まず，子

ども手当が2010年度に半額（月額1．3万円）支

給された場合，全世帯平均では5．62万円支給

されることとなる．子ども手当が支給される対

象となる子どもは，階層ごとの平均で見ると，

第皿階層で最も多く，第W階層より高所得層で

は平均人数が少なくなっている．ただ，2010

研　　究

年度の子ども手当は，既に得ている児童手当に

上乗せして支給することとしており，そのこと

が影響するため，半額支給された場合，支給対

象者が平均で最も多い第皿階層よりも，第VI階

層の方が平均支給額が多くなっている．これは，

第W階層の世帯で児童手当を受給している世帯

が相対的に少ないことが反映していると思われ

る，

　表10では，子ども手当が満額（月額2．6万

円）支給された場合についての推計も示してお

り，児童手当の影響は打ち消され，子ども手当

支給対象者が多い世帯ほど受給額が多くなって，

第皿階層が平均で見て最も多くなっている，そ

して，全体的に見れば，子ども手当の支給が中

低所得層に及んでいることがわかる．

　次に，所得税と住民税で，年少扶養控除と

18歳以下の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止

された場合に，所得税と住民税の負担額がどの

ように変化したかを見よう．本稿では，純粋に

これらの扶養控除が廃止されることにより，所

得税と住民税の負担が増額する影響のみを分析

対象とする．つまり，これらの扶養控除が廃止

されることにより，社会保険料に影響する可能

性は制度的にありえるものの，本稿では控除廃

止の影響は社会保険料には及ばないものと仮定

する．

　扶養控除の減額は，扶養控除対象者数が同じ

ならば，どの所得階層でも同じである．しかし，

直面している限界税率が異なるため，高所得層

ほど扶養控除の減額に伴う税負担額は多くなる

傾向がある．表11によると，第vr階層から第

IX階層を中心に所得税の負担が増加するとの結

果が示されている．累進課税の影響で，高所得

者ほど扶養控除の減額に伴う税負担額は多くな

るものの，そもそも廃止対象となった扶養控除

の適用対象者がいなければ，控除廃止の影響は

ない．特に，第X階層では，そうした影響が作

用して，扶養控除廃止に伴う負担増は小さくな

っている．

　最後に，子ども手当支給と扶養控除廃止を同

時に行ったときに，各世帯にどのような影響が

及ぶかを見てみよう．表11には，子ども手当
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　　　　　　　　　　　　支給と扶養控除の廃止を行った場合，各

　　　　　　　　　　　　所得階層にどのような影響が及ぶかを示

　　　　　　　　　　　　している．表11によると，子ども手当

　　　　　　　　　　　　の半額支給とともに扶養控除の廃止を行

　　　　　　　　　　　　つた場合，第X階層を除く全ての所得階

　　　　　　　　　　　　層で可処分所得が増加しており，第V階

　　　　　　　　　　　　層までの中低所得層を中心に可処分所得

　　　　　　　　　　　　増の恩恵が及んでいることがわかる．ま

　　　　　　　　　　　　た，子ども手当を満額支給した場合は，

　　　　　　　　　　　　全ての所得階層で可処分所得が増加する

　　　　　　　　　　　　との結果が得られている．
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　さらにいえば，これ，らの実施により，

可処分所得の純増は，低所得者ほどより

多くなっており，所得格差是正の効果が

あるといえる．この影響を，対世帯収入

（課税前）比の負担率で見ると，表11に

示されているように，可処分所得増加は，

低所得者層ほどより多くなっている．

　ただ，財源面で見ると，扶養控除の廃

止だけでは子ども手当の財源を十分目賄

えないことも，本稿の分析から伺える．

表11によると，子ども手当の支給によ

り，本稿の分析対象とした全世帯平均で

5．62万円の政府支出増となる．これに対

し，扶養控除の廃止により，本稿の分析

対象とした全世帯平均でL78万円の税

収増となる．したがって，その差額であ

る3．85万円に相当する分の収支悪化が

国家財政に及ぶと考えられる．これに，

住民税の税収増（全世帯平均で1．65万

円）を加味しても，子ども手当支給に伴

う政府支出の増加の方が上回る．

8．まとめ

　本稿では，2009年1月目実施された

慶慮義塾大学パネル調査共同研究拠点

「日本家計パネル調査（JHPS）」第1回調

査で得られ，た2008年の世帯収入のデー

タを用いて，所得税制に関するマイク

ロ・シミュレーションを行った．JHPS

のデータは，マイクロ・シミュレーショ

ンの分析でしばしば用いられている厚生
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労働省「国民生活基礎調査」のデータよりも，

相対的に高所得で世帯人員が多い世帯が含まれ

ている．そうした性質を持つJHPSのデータを

用いた分析でも，我が国での税制のマイクロ・

シミュレーションの先行研究と同様の結果が認

められるかを検証するとともに，鳩山内閣で導

入が検討されている子ども手当にまつわる政策

効果を，新たに分析した．そして，等価世帯可

処分所得での順番で，均等に10個の所得階層

区分に分類し，各所得階層での政策変更の影響

を示した．

　本稿での結果は，まず現行の所得税制につい

て，累進性が認められるとともに，所得控除率

が高く，所得税制における所得控除によって課

税ベースが小さくなっていることが確認された．

そして，各種人的控除の廃止の影響を分析した

結果，基礎控除の廃止が各世帯への所得税負担

額に最も大きく影響していることを明らかにし

た．16歳未満の年少扶養控除を廃止した影響

は，第IV～田階層と中間所得層により大きく及

んでおり，16歳以上23歳未満の特定扶養控除

を廃止した影響は，第孤階層以上の高所得層に

より大きく及んでいることも明らかとなった，

　また，鳩山内閣で導入を予定している子ども

手当の各所得階層への影響も分析した．子ども

手当の支給に関するマイクロ・シミュレーショ

ンでは，その恩恵は中低所得層に及ぶことを明

らかにした．しかし，年少扶養控除や18歳以

下の特定扶養控除の上乗せ部分の廃止に伴う所

得税・住民税の負担増との比較において，子ど

も手当の支給に必要な財源は，十分に賄えない

との結果が示された．

　今後，JHPSはパネルデータとなる予定であ

る．本稿で用いたデータとともに同一調査対象

者の次年のデータを用いることによって，異時

点間の家計行動をも明らかにできる．パネルデ

ータによる税制のマイクロ・シミュレーション

は，我が国においてはまだ行われていない．こ

れについては，今後の課題としたい．

　　　　　　　　　　　　（慶慮義塾大学経済学部）

　注

　1）　マイクロ・シミュレーションではないが，所得

再分配に関する個票を用いた分析として，「全国消費

実態調査」を用いた西崎・山田・安藤（！998）・や，「国

民生活基礎調査」を用いた内閣府（2009）などがある．

　2）JHPS第1回調査は，2009年1月に行われたも
のだが，調査対象者の世帯の構成員の生年の情報が得

られるので，2008年現在の年齢を用いて扶養控除を
計算している．

　3）　寡婦・寡夫控除は，離別か死別か行方不明かを

問わず適用される．JHPSの回答上，子がいながら親

が片方しかいない場合で所得等が規定を満たせば，こ

の控除は適用される．単身赴任等で夫婦が別居してい

る場合は，その旨がJHPSの回答により確認すること

ができる（こうした場合は寡婦・寡夫控除は適用され
ない）．

　4）　ただし，この金額は，医療保険分と介護保険分

について区別ができない．

　5）本来は，保険料軽減の判断に用いる所得は，原

則として前年の所得なのだが，本稿で用いたJHPS第

1回調査では前年の所得が包括的には取れないため，

当年の所得を用いることとした．しかし，社会保険料

を算定する際に，課税対象所得が確定している必要が

ある．そのため，社会保険料を算定するために用いる

必要がある課税対象所得，特にその前に算定が必要な

社会保険料控除については，仮計算として，財務省財

務総合政策研究所編（2008）の租税特集の13．所得税

負担額の累年比較（給与所得者）で示された社会保険料

控除の簡易式に従って計算した．

　6）JHPSの中で，世帯全体の国民健康保険料の金
額について回答したものの中に，明らかにこの賦課限

度額を超える金額を記入するものがあった．これにつ

いては，賦課限度額を支払ったものと見なして分析に

用いている．

　7）　年間収入に関する記入が全くない標本や，世帯

構成員の年齢等が不明な標本，著しく有価証券売却損

が大きい標本も，分析対象から外している．

　8）　有価証券売却損が大きい世帯では，世帯可処分

所得がマイナスとなることがありえる．本稿の分析で

標本として用いた3360世帯のうち17世帯が，世帯可

処分所得がマイナスとなっている．

　9）　ちなみに，住宅借入金等特別控除は，税額控除

なので，これには影響しない．

　10）　利子所得，退職金，有価証券売却益は，分離

課税のため除外している．また，生活保護等の給付も，

課税対象ではないため除外している．したがって，こ

れらの所得以外に収入を得ていないものは，限界税率

の算定対象から除外されることになる．
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